
平成１５年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会事業計画 
 

Ⅰ 基本方針 
新たなる２１世紀を迎え、社会福祉を取り巻く環境は、少子・高齢化や核家族化の

進行、女性の社会進出の機会の増大及び人々の価値観の多様化等によって大きく変化

し、家族のもつ養育・介護機能や地域社会の相互扶助機能は低下しつつあります。 
  このような状況の中で、介護保険法の施行や本年４月から導入される支援費制度な

ど、社会福祉の基礎構造が行政の「措置」から利用者の選択による「契約」へと変化

していくなかで、地域の住む全ての人たちがともに地域社会の一員として生活してい

ける長泉町を築くことが本会の使命で、それが地域福祉の実現だと考えます。 
  本会では、今後の地域福祉の実現のための基本目標を「住民とともにつくる 心豊

かなまちづくり」として掲げ、重点目標として①地域福祉活動の推進、②福祉サービ

ス利用支援の推進③在宅福祉サービスの拡充、④社会福祉協議会の基盤強化を位置づ

け、区役員、民生委員・児童委員、老人クラブ会員、福祉団体、各種団体及びボラン

ティアの方々のご支援をいただきながら、地域住民と協働して積極的に地域福祉活動

を推進していくものとします。 
 
Ⅱ 重点主要施策 
 １ 福祉会館、いずみの郷及びほほえみ作業所などの福祉施設運営サービスの充実 
 ２ 地域ボランティア育成事業などによる小地域福祉活動の推進 
 ３ ボランティア活動推進のための情報提供、ボランティア養成事業の推進及びボラ

ンティア支援体制の強化 
 ４ 福祉教育実践校事業、福祉大会事業及び福祉健康まつりの開催などによる、福祉

啓発及び福祉教育の推進 
 ５ 介護保険事業、支援費制度及び基幹型在宅介護支援センター事業など在宅福祉サ

ービスの充実 
 ６ 福祉総合相談事業、地域福祉権利擁護事業など総合的な援助活動の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅲ 実施計画 
 １ 地域福祉活動の推進 

  ⑴ 福祉施設運営サービスの推進 

   ① 福祉会館運営事業の推進（受託事業３９，５０３千円） 

     老人福祉センター、地域福祉センターの機能を併せ持つ複合施設として、そ

の円滑な管理運営を図るため、健康相談をはじめ各種サービスの向上と安全対

策に努めます。 

② 在宅福祉総合センター管理事業の推進（受託事業２９，００１千円） 

既存の保健センター、福祉会館と連携して、在宅で援護を必要とする高齢者 

    や障害者（児）に総合的なサービスを提供し、町の保健福祉の拠点として施設 

    の有効活用と安全対策に努めます。 

   ③ 心身障害者小規模授産所受託運営事業の推進（受託事業１６，１７２千円） 

     就労困難な在宅障害者への作業訓練・生活訓練を行うことにより地域社会の

一員として生活することや、その自立助長を促進するなど保護者・関係者と連

携を図りながら事業の推進に努めます。 

④ 心身障害者小規模授産所授産事業の推進（３，３００千円） 

  労働習慣の確立や作業能力を高め、労働による代価を得る喜びや働く喜びの

向上に努めます。 

⑤ 在宅福祉総合センター食堂運営事業の推進（９，８４１千円） 

安価な食事の提供と利用増進を図るため、ＰＲに努めます。 

  ⑵ 当事者の社会参加の推進 

   ① 老人クラブ連合会支援事業の推進 

     「健康・友愛・奉仕」の精神に基づいた高齢者相互の活動を通し、交流と健

康づくりを目的とする老人クラブ連合会に対し、運営費補助や事務事業の支援

を行います。  

② 生きいきデイサービス運営事業の推進（９，６６３千円） 

在宅で概ね６０歳以上の方や介護認定で自立と判定された方を対象に生き 

    がい活動援助員の指導により利用者の希望や身体状況に応じきめ細やかなサ 

    －ビス提供します。 

   ③ 福祉団体支援事業の推進（３，０９０千円） 

     障害者の地位と福祉の向上を目的に活動する当事者団体の支援を行います。 

④ 手話通訳者派遣事業の推進（３，５５５千円） 

聴覚障害者を対象に社会参加の情報保障を目的に手話通訳者の派遣事業の

支援を行います。 

⑤ ひとり親家庭社会参加事業の推進（１，０５０千円） 



   ひとり親家庭の社会参加と交流を進めるとともに児童の健全育成を図るた

め、社会参加促進事業を実施します。 

⑥ 生活福祉資金貸付事業の推進（２２５千円） 

低所得世帯に対して、経済的な自立を目的とした生業資金や修学資金等の資

金の貸付及び指導を行い、当該世帯の自立更正を図ります。 

⑦ 共同募金委員会運営事業の推進（８，４４７千円） 

民間社会福祉事業の推進のため、町共同募金委員会と協力して共同募金運動

を進めます。 

⑧ 共同募金配分金事業の推進（７，９５０千円） 

町共同募金委員会に寄せられ、県共同募金会を経由して配分される募金を、

地域福祉活動や高齢者福祉活動のために効率的な運用を図ります。 

  ⑶ ボランティア活動等住民の福祉活動の組織化及び推進 

① ボランティア支援体制強化事業（６５３千円） 

     ボランティアセンターの位置付けの明確化、ボランティア団体の把握、連絡

調整を総合的に行っていきます。 

② ボランティア情報提供事業の推進（８８７千円） 

     「福祉ながいずみ」や町の広報への掲載、及びいつでもボランティアの情報

が得られるよう、県ボランティアセンターのホームページを活用し、情報提供

を行っていきます。 

③ ボランティア養成事業の推進（５８３千円） 

 ボランティアについての理解と参加を促進するため点訳、音訳等の各種ボラ

ンティア養成講座を開催します。 

④ 民生委員・児童委員活動との連携 

社会福祉ニーズの顕在化とその問題解決のため、民生委員児童委員活動との 

連携を強化していきます。 

⑤ 小地域福祉活動推進事業（７５０千円） 

担い手であるボランティアの養成を図り、町内の自治区単位で高齢者等を中

心としたサロンを設立し、地域住民主体によるきめの細かい福祉活動を推進し

ていきます。 

  ⑷ 福祉啓発及び福祉教育の推進 

① 福祉教育実践校事業の推進（７００千円） 

児童及び生徒の社会福祉への理解と関心を高め、地域社会を巻き込んだ福祉

を進めるため福祉教育実践校事業及び総合学習を支援します。 

② 福祉大会開催事業の推進（２９３千円） 

社会福祉への尽力者に対する顕彰及び福祉講演会を実施することにより、地 



    域福祉活動への参加促進を図るため、福祉大会を実施します。 

③ 福祉健康まつり開催事業の推進（３，０００千円） 

福祉と健康について理解を深め、地域福祉活動への参加促進を図るため、福

祉健康まつりを開催します。 

④ 総合福祉講座開催事業の推進（７０千円） 

福祉についての知識と理解を深め福祉の現状などを学習する機会として介

護の仕方を学ぶ教室など総合福祉講座を開催します。 

⑤ 中学生体験学習開催事業の推進（１０千円） 

町内の中学生を対象に福祉施設での実習体験をすることにより福祉に対す

る理解を深めていきます。 

⑥ 青少年ふれあい交流事業の推進（１０４千円） 

養護学校等に通う子どもと地域の子ども達が交流することによって互いに

理解を深めることを目的に交流会を開催します。 

⑦ 夏休み子ども手話教室開催事業（５０千円） 

     小学生を対象に聴覚障害者に対する理解と手話の学習会を開催します。 

  ⑸ 関係機関・団体との連携 

① ボランティア連絡会支援事業（３００千円） 

町内のボランティアグループ及び個人ボランティアが協働してボランティ

ア活動の振興を図ることを目的に設立したボランティア連絡会の研修会、視察

研修の開催等の支援に努めます。 

② 社会福祉関係事業所との連携と情報の共有体制の確保 

より効果的な地域福祉活動を進めるため社会福祉関係の事業所との連携 

及び連絡調整に努めます。 

 

 ２ 福祉サービス利用支援の推進 

  ⑴ 情報提供と福祉総合相談機能の充実強化 

① 福祉ながいずみ発行事業（１，８２９千円） 

  本会の活動の PR や社会福祉についての啓発をするため、「福祉ながいずみ」 

を発行するとともにボランティア情報の充実を図ります。 

② 視覚障害者情報事業の推進（５０千円） 

     視覚障害者に対する基本的情報提供を進めるため、ボランティアの協力を得 

    て、声の広報発行事業や点字による情報提供を実施します。 

③ 福祉総合相談事業の推進 

福祉に関することや悩みごと・心配ごとなどの相談に応じ、福祉ニーズとサ

ービスを結ぶ支援体制として、総合的な援助活動を行います。 



  ⑵ 福祉サービス利用支援機能の確立 

① 地域福祉権利擁護活動事業の推進 

判断能力が不十分な人が地域で自立した生活が送れるよう、生活支援員によ

る福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理や、通帳・証書などの書類の保管

など公正かつ適切な方法で支援します。 

② 成年後見制度事業の啓発 

     財産管理や施設入所など、契約や遺産分割を自分で行うことが困難である人

に、制度の普及・啓発に努めます。 

 ⑶ 苦情解決と第３者委員の仕組みづくり 

① 苦情解決窓口設置事業の推進 

介護保険事業サービスや地域福祉サービス等の苦情に対応するため、苦情受 

付担当者、苦情解決責任者を設置して福祉サービスの向上に努めます。 

② 第三者委員が加わった苦情解決の仕組みづくり 

社協の福祉サービスに対する利用者の苦情や意見を幅広く汲み上げ、サービ

スの改善を図るため、第三者委員を任命して公平・公正な苦情解決に努めま

す。 

     

 ３ 在宅福祉サービスの拡充 

  ⑴ 住民参加型在宅福祉サービスの拡充（地域の組織化） 

① ひとり暮らし老人食事会「仲良し会」事業の推進（８７９千円） 

ひとり暮らし高齢者の孤独感の解消と食生活の改善を図り、併せて仲間づく

りを目的とした当事者運営を目指し、食事会を開催します。 

  ⑵ 在宅サービスの充実 

① ひとり暮らし老人電話訪問相談事業の推進（１６８千円） 

ひとり暮らし高齢者の心配ごと相談や安否確認をするため、予め登録してあ 

る高齢者宅へ定期的に電話訪問し、在宅サービスの充実を図ります。 

② 介護用品紹介事業の推進 

介護に関する情報を提供するとともに、介護用品の紹介を行います。 

③ 福祉会館利用老人クラブ送迎事業の推進 

単位老人クラブの親睦と会員相互の交流を図ることを目的に開催される福 

祉会館利用日の利用者に対し、マイクロバスによる送迎を行います。 

④ 基幹型在宅介護支援センター事業の推進（１４，５９０千円） 

専門の相談員と看護師が２４時間体制で高齢者の介護相談や悩み事相談に 

応じていきます。又、福祉サービス等の実施機関等と連絡調整を図り、基幹型

支援センターとしての役割や位置づけを明確にし、地域型の支援センターと連



携し事業を推進していきます。 

⑤ 介護用品貸出事業の推進 

介護保険対象外の方に車椅子・ベッドが必要となった場合に貸出します。 

⑥ 軽度生活援助事業の推進（１，６６４千円） 

概ね６５歳以上でひとり暮らし高齢者や高齢者世帯で援助が必要な方にホ 

    ―ムヘルパーを派遣し調理、買物、掃除等の家事援助を行います。 

   ⑦ 老人訪問介護事業の推進（１千円） 

６０～６４歳の高齢者で援助が必要な方にホームヘルパーを派遣し調理、 

    買物、掃除等の家事援助や入浴、排泄、食事介助等の身体介護を行います。 

   ⑧ 支援費制度の推進 

○ 身体障害者居宅介護等事業の推進（２，１９６千円） 

   身体障害者、心身障害者、難病の方で援助が必要な方にホームヘルパーを 

 派遣し調理、買物、掃除等の家事援助や入浴、排泄、食事介助等の身体介護 

  を行います。 

  ○ 身体障害者デイサービス事業の推進（１３，２５５千円） 

   身体障害者の自立促進、生活改善、身体の維持向上等を図ることができる 

  よう、通所により創作的活動、機能訓練等の各種サービスを提供することに

より、身体障害者の自立と社会参加を促進していきます。 

    ○ 知的障害者居宅介護等事業の推進（３８５千円） 

   知的障害者の方で援助が必要な方にホームヘルパーを派遣し調理、買物、

掃除等の家事援助や入浴、排泄、食事介助等の身体介護を行います。 

⑨ 精神障害者等訪問介護事業の推進（７６９千円） 

精神に障害があり援助が必要な方にホームヘルパーを派遣し調理、買物、 

    掃除等の家事援助や入浴、排泄、食事介助等の身体介護を行います。 

⑩ 介護保険事業の推進  

○ 居宅介護支援事業（１７，２２９千円） 

要介護（要支援）認定を受けた方の介護サービス計画（ケアプラン）を 

     作成し、事業者、施設との連絡調整を行います。又、町委託事業の訪問調査 

     も実施しています。 

○ 指定通所介護（８３，３３３千円） 

虚弱高齢者対象のＢ型、痴呆高齢者対象のＥ型の２種類のデイサービス 

     を実施し、日常動作訓練や送迎、入浴、食事の提供も行っています。 

○ 指定訪問介護事業（１９，５８３千円） 

 ホームヘルパーが家庭を訪問し調理、買物、掃除等の家事援助や入浴、排 

泄、食事介助等の身体介護を行います。 



 ４ 社会福祉協議会の基盤強化 

  ⑴ 組織の強化 

① 経営体制の強化 

役員体制を含めた組織の見直しをし、経営体制の確立を図ります。 

② 労務管理体制の確立 

地域福祉ニーズに合わせ、新たな業務増が見込まれるなかで適正な労務管理、 

人事管理体制の確立を図ります。 

③ 職員資質向上に向けた取組み 

利用者への質の高いサービスの提供と、より効率的な事務事業の運営ができ 

るようにするため、各種研修会、講習会への参加や内部研修を実施し、職員資

質の向上を図ります。 

④ ファイリングシステムの導入 

情報公開を踏まえ、適正な文書管理や文書の共有化を組織的・継続的に実施 

するため、引き続きファイリングシステムの維持・管理を実施します。 

⑵ 財源の強化 

① 会員の加入促進 

住民に本会の活動等を理解してもらうとともに、効率的な地域福祉活動を進 

めるため、会員の拡充に努め財源の確保を図ります。 

② 公費の導入 

限られた社協の財源のなかで、必要かつ効率的な福祉サービスを運営してい 

くためには、既存の福祉サービスの見直しや統合、廃止などを実施するととも 

に、必要な財源を確保するため、行政に対し公費の安定的な補助を求めていき 

ます。 

③ 基金の拡大 

地域福祉活動の継続的な推進と社会福祉法人独自の活動を推進するための 

自主財源を確保するため、計画的に福祉基金の積立てを実施していきます。 

 ④ 支援費制度の適切運営 

     障害者福祉サービスのための新規事業であるため、利用状況を踏まえ、事業

の採算性を加味しながら支援費制度の適切な運営に努めます。 

 ⑤ 介護保険事業の適切運営 

     事業の採算性を確保するとともに法人運営や他の会計事業との適正な費用

配分をしながら運営資金を内部留保できるよう介護保険事業の適切な運営に

努めます。 
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